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iU 「
中
国
民
法
典
の
制
定
に
つ
い
て
草
案
建
議
稿
を
中
心
に
」

「
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
交
錯
お
よ
び
中
国
新
民
法
典
の
行
方
」

訳劉

鈴
木
士
賢
・国
坂
口

成

訳
者
ま
え
が
き
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以
下
に
掲
載
す
る
の
は
、
劉
士
国
・
山
東
大
学
法
学
院
教
授
(
同
副
院
長
)
が
、
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
客
員
研
究

員
と
し
て
研
究
活
動
に
従
事
さ
れ
た
際
(
二
O
O
二
年
一
月
か
ら
同
年
六
月
)
に
執
筆
さ
れ
た
二
本
の
論
考
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。



演

ま
ず
、
「
中
国
民
法
典
の
制
定
に
つ
い
て
|
|
草
案
建
議
稿
を
中
心
に
」
は
、
劉
教
授
が
二

O
O
二
年
五
月
一
一
一
一
一
目
、
北
大
法
学
会
に
て

同
名
の
タ
イ
ト
ル
で
行
っ
た
研
究
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
民
法
典
の
学
者
建
議
稿
(
学
者
が
立
法
部
門
の
委
託
を
受
け
て
作

成
す
る
い
わ
ば
草
案
の
試
案
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
正
式
な
草
案
の
下
敷
き
に
な
る
も
の
)
を
主
な
素
材
と
し
て
、
現
在
、
中
華
人
民
共

講

和
国
に
お
い
て
進
行
中
の
民
法
典
制
定
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
、
劉
教
授
の
視
点
か
ら
整
理
し
、
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
文
の
脚
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
劉
教
授
ご
自
身
も
梁
慧
星
教
授
(
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
)
率
い
る
「
中
国
民
商
法
研
究
課
題
組
」

に
参
加
し
、
学
者
建
議
稿
の
「
不
法
行
為
」
部
分
の
作
成
を
分
担
し
て
い
る
。
将
来
の
中
国
民
法
典
の
姿
を
占
う
意
味
で
興
味
深
い
情
報
を

含
む
。つ
い
で
、
「
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
交
錯
お
よ
び
中
国
新
民
法
典
の
行
方
」
も
、
同
様
に
民
法
典
の
起
草
(
と
り
わ
け
「
不
法
行
為

編
」
)
を
視
野
に
入
れ
、
現
在
の
中
国
に
お
い
て
不
法
行
為
法
に
い
か
な
る
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
分
析
し
て
い
る
。
将
来
の
民
法
典
が
い
か
な
る
帰
責
原
理
を
採
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
提
言
を
含
む
。

凡
例
一
〔

〕
は
訳
者
に
よ
る
訳
注
を
表
す
。

]
は
中
国
語
の
原
語
を
表
す
。
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